
指導者養成研修（自己学習）の流れ
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●指導看護師の要件 （＊利用者をよく知っている訪看等の看護師が望ましい）
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特定の利用者へのたん吸引等の行為が可能
（＊実施には所属事業所が登録特定行為事業者であることが必要）
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介護職員等によるたん吸引等（特定の者対象）実施までの流れ

①医師、保健師、助産師、又は看護師（＝看護師等）であり、臨床等での
実務経験を5年以上有している （＊准看護師は不可）

②指導者養成研修（自己学習）を修了している

実地研修の指導看護師になるまでの流れ
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イドを用いた自己学習の実施
（教材は大分県のHPに掲載）
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自己学習修了後から

指導看護師として実地研修の
指導・評価が実施可能

修了者名簿の管理
※看護師等の同意に基づき、研修修了者情報を登録研修機関等に
提供可能とする


